
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

【必要書類】 

①所得税の源泉徴収簿又は賃金台帳 ②納付書 

③保険料控除申告書 

（生命保険料・地震保険料控除証明書、健康保険支払額、社会保険料控除証明書） 

④基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 

⑤住宅借入金等特別控除書類、残高証明書 

⑥新規採用従業員のマイナンバーカード 

※源泉徴収税額が無くても賃金の支払があれば報告は必要です。 

※医療費控除、新規の住宅所得控除は確定申告にて行います。 

北海道最低賃金（発効日令和４年１０月２日） 

時間額９２０円 

発 行 日 令和４年１２月８日（木） 

発行責任者  長万部商工会 会長 赤塚顕爾 
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 従業員及び専従者給与の源泉徴収税（７月から１２月賃金支払分）

を令和５年１月２０日（金）までに納付する事となっています。当会

で手続きをされている方は、下記書類をご持参のうえお早めにご来会

下さいますようお願い致します。 

個人事業主の方は１２月が決算月となります。スムーズな確定申告に向けて帳簿書類等の整理をしていきましょう。 

生命保険控除証明書・地震保険控除証明

書・各種控除証明書の整理 

所得控除計算に必要です。 

配偶者の収入がわかる源泉徴収票 

扶養対象者かどうかの判定をします。 

家を建てた・住宅借入がある場合 

支払額・登記簿・借入金残高証明書等を

用意してください。借入特別控除の計算

があります。 

当会で確定申告をされる方は、次の日程の期間に必ず手続き

されますようお願い致します。 

【受付期間】令和５年１月２３日(月)～３月６日(月)迄 

【お問い合わせ先】長崎・齋藤・菅原・中森（各担当へ） 

【確定申告期間】令和５年２月１６日(木)～３月１５日(水) 

※決算書、確定申告書は税務署から送付されませんので、 

注意願います。 

（仕事納めについて） ●令和４年１２月３０日（金）正午まで 

（仕事始めについて） ●令和５年 １月 ６日（金）平常時間 

令和４年中に支払った国民健康保険、建

設国保の支払額がわかるもの・社会保険

料等（国民年金）控除証明書  

所得控除計算に必要です。 

帳簿・領収書等証拠書類の整理 

令和４年分帳簿一式 

（現金出納帳、売上帳、経費帳など） 

●所得税・消費税の申告納付 

区分 申告・納付期限 振替納税 延納利用 

所得税 3 月 1５日(水) 4月２４日(月) ５月３1 日(水) 

消費税 ３月３１日(金) 4月2７日(木)  

 

Chocolat 

代表 堀江 晶子 

（美容業） 

各種支援金（事業復活支援金、まん延防止等重点措置協力支援金（飲食店等）、道内事業者

等事業継続緊急支援金）を受け取った場合は、「売上の代わりになるもの」なので所得（雑収

入）に含めます。 

●令和４年特有の確定申告の注意点 

●工事完了に伴う従業員離職票取得事務について 

工事終了に伴っての従業員離職票取得の事務を行う時期となりました。つきましては工事

が終了しましたら、必要書類を整備してご持参ください。 

【必要書類】労働契約書、賃金台帳、出勤簿、新規採用従業員のマイナンバーカード 

【職安への手続き日】年内の職安に行く最終日は 12月 28日の午前中です 

カットハウス髪切虫 

代表 小山 遼太 

（美容業） 

漢方サロン 香緑 

代表 金谷 幸子 

（リラクゼーション業） 

なかのリホーム 

代表 中野 準 

（建設業） 

（令和４年５月・９月・１１月理事会承認分） 

 

借入金の借入明細書 

事業借入金の利息等は経費計上します。 

●「事業者向け講習会」の開催報告 

 

 

 

 

１１月８日（火）午後１時より、多目的活動センターあつまんべにおいて、「インボイス制

度講習会」を１６名の出席により開催しました。講師には税理士・中小企業診断士である吉

田聡氏を招き、制度の概要とスケジュール、登録申請及び実務対策を理解し、適切な対応を

実行するための講習会を実施しました。 

http://www.oshamanbe-shokokai.jp/shokokai.html

